（様式３号）
見　積　書

　　年　　月　　日

尼　崎　市　長　　様

住　　　　　所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

社名・屋号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
代表者職・氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　


（押印を省略する場合は記載すること）
本件責任者　　　　　　　　　　　　　　　　連絡先　　　　　　　　　　　　　

本件担当者　　　　　　　　　　　　　　　　連絡先　　　　　　　　　　　　　

件　　名　　介護福祉士等復職支援事業委託業務　　　　　　　　　　　　　
金　額（税込み）
	
	
	
	
	
	
	


　うち取引に係る消費税及び地方消費税の額
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円
納　　期　　　　　　　　年　　　　月　　　　日　　

納入場所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　※納期及び納入場所については、物品購入以外は記載不要
（裏面に続く）

	１　受注者は、納品若しくは業務の完了に際しては、尼崎市の検査員の検査を受けるものとします。納品若しくは業務の完了は、この検査に合格したときに行われたものとします。

２　代金の支払時期は、尼崎市契約規則第44条に定めるところによるものとします。また、遅延利息の額は、政府契約の支払遅延防止等に関する法律に定めるところによるものとします。

３　受注者がその責めに帰すべき事由により履行期限内に契約の履行を完了することができなかったときは、遅滞１日につき、契約金額の1,000分の１に相当する額を、受注者は、遅滞違約金として尼崎市に支払うものとします。ただし、検査その他尼崎市の都合により経過した日数については、遅延日数に算入しないものとします。

４　受注者は、この契約に基づいて生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、若しくは承継させ、又は担保に供してはならないものとします。ただし、あらかじめ尼崎市の承認を得たときは、この限りでないものとします。

５　受注者は、その責めに帰すことができない事由により、履行期限内に契約の履行を完了することができないおそれがあるときは、直ちに、その理由及び履行に必要な期限等を記載した書面を尼崎市に提出しなければならないものとします。
６　尼崎市は、受注者が次の各号のいずれかに該当する場合は、契約を解除することができるものとします。

⑴　契約期間内に契約を履行しないとき

⑵　尼崎市職員の協議に従わず職務の執行を妨げたとき

⑶　契約上の義務を履行しないとき

⑷　契約の相手方として必要な資格を失ったとき
⑸　受注者が尼崎市事務事業からの暴力団等の排除に関する要綱（平成25年７月実施）第７条各号に掲げ
る事項のいずれかに該当するとき

⑹　前各号に掲げるもののほか、受注者が契約条項に違反したとき、その他契約の締結又は履行に当たり
不当な行為により契約の目的を達することができないとき

７　１から６までに定めるもののほか、受注者は、尼崎市契約規則（尼崎市物件買入契約約款、尼崎市業務委託契約約款及び尼崎市工事請負契約約款並びに暴力団排除に関する特約を含む。以下同じ。）その他の法令の規定に従うものとします。また、この見積書や尼崎市契約規則その他の法令の規定に定めのない事項については、尼崎市と受注者で協議を行うものとします。
８　尼崎市及び受注者が、本件について、別に請書、契約書、覚書その他の書面（電磁的記録を含む。）を作成して、契約を締結した場合は、１から７までの規定は、適用しない。

	（内訳）

品　名

数量

単価（円）

金額（円）（税抜き）

小計（税抜き）

消費税及び地方消費税

合計（税込み）




（内訳は裏面のとおり）








